
問農林水産課
　℡43-9131
　℻22-5904 ▲詳細

（市ホームページ）

柏崎産の木材を使用して木造住宅を新築する
方に、補助金を交付します。

補助金額

補助対象

申し込み・申請手続きの流れ

申込時に
提出が必要な書類

柏崎産木材の家づくり支援事業補助金

で　　 づくりをしませんか家木 材木 材
柏崎産柏崎産

新築工事に係る経費のうち、柏崎産木材の
購入費の 3分の１以内の額（上限 30万円）
※予算額に達し次第終了します。

次の全てに当てはまる建築主

●市内に住所を有する、または住所を有す
る予定である
●市税または居住地の市区町村税を滞納し
ていない
●市内の施工事業者が新築工事を行う
●新築工事後に居住を開始する

予定使用量、購入費の確定

住宅建築工事の契約など
市内施工業者

建築主

市内施工業者

建築主

１

２

３

４

５

６

審査

書類審査後、交付決定通知
書が届く

工事

柏崎産木材を使用して木造
住宅を新築

実績報告

必要書類を市役所 3階農林
水産課へ提出

補助金交付

補助金の額が決まり、補助
金が交付される

申し込み

必要書類を市役所 3階農林
水産課へ提出

建築主

市

建築主

市

建築主

市

建築主

市

●事業計画書
●総事業費および補助対象事業費が分かる
書類（契約書の写しなど）
●建築物の位置図、平面図および立面図
●住民票の写し
●市税納税証明書
●新築工事を行うものが市内施工業者であ
ることが分かる書類（契約書の写しなど）
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▶補助要件
詳細は市ホームページ、手引きを
ご確認ください。

▶補助金額

●子育て世帯…中学生以下の子どもがいる世
帯。または妊娠している方がいる世帯

●若者世帯…世帯主またはその配偶者のいず
れかが 39 歳以下の者で構成されている世帯
（単身世帯は除く）

●２世帯住宅（３世代同居）…子育て世帯と
その親世帯などが同居している世帯（実績報
告までに同居予定の場合を含む）

申込期間中に、必要書類を市役所
４階建築住宅課へ提出

ホームページで当選を確認、または
交付決定通知書が届いたら工事に着手

書類審査を行い、市が交付を決定
※通常区分のみ、抽選を行います。

申請までの流れ

①交付申請書
②住宅の所有者を示す書類（固定資産税課税明細
書のコピーなど）
③リフォーム内容が分かる図面（立面図や平面図
など。フリーハンド不可）
④写真（住宅の全景・施工前の箇所全て）
⑤工事見積書のコピー（補助対象工事にマーカー
を引いたもの）

●承諾書（申請者と住宅所有者が異なる場合）
●住民票の写し※（子育て世帯・２世帯住宅は世
帯分の住民票）
●市税納税証明書※（完納証明）
※申請時に市確認の同意があれば提出不要。

その他、必要に応じて提出する書類

●雪下ろしが不要な 克雪住宅※の新築や改修
※屋根融雪装置や急勾配の屋根などの住宅

●落雪式･高床式･耐雪式住宅＝上限 44万円
●融雪式住宅＝上限 55万円

●命綱固定アンカーの設置工事（上限 10 万円）
▶補助要件
①申請者住所が市内にある、または市内に住
所を移すことが確定している
②市税に未納がない
③住宅が次の対象地区内にあり、申請者が自
ら居住または所有する

④新築や改修などで新たに克雪住宅にするか
克雪化した建売住宅を購入する場合か、住宅
の屋根に命綱固定アンカーを設置する場合

鵜川、中通、高柳町、上条、中鯖石、北鯖石、
南鯖石、田尻、別俣、高田、野田、北条、上米山

補助対象となる工事費の例
●克雪化のため通常より工事費が増える場合
●屋根融雪装置を設置する場合

●補助金の交付決定通知を受ける前に工事に着手した場合は、補助金が交付されません
●郵送による申し込み・申請はできません
●受け付けは、月～金曜の 8：30～ 17：15（祝日を除く）

　　～　　 共通

11 月 30 日㈪までに申請書類を直接、市役所４階建築住宅課へ。
　　～ 　　 の申し込みと期限

▶対象…昭和 56（1981）年 5 月 31 日以前に建築
された２階建て以下の木造住宅（旧耐震基準）
●耐震診断費
診断士による耐震診断（自己負担 1万円）

●耐震改修費
200 万円以上の改修工事費の２分の１
（上限 140 万円）
※壁などを補強し、一定の基準以上にす
る改修工事が対象。

●耐震除却費
新耐震基準への住宅の建て替えや住み替
えの場合、対象住宅を取り壊す工事に要
した費用の 23％（上限 45万円）

●通常枠　上に記載の日程で抽選会を行います。
予算額を超えない場合は、書類審査を経た方全
てが当選となります。
※抽選会を行わない場合は、市ホームページでお知ら
せします。

●子育て世帯・若者世帯・2 世帯（3 世代同居）
抽選は行いません。書類審査を経て 2～ 3 週間
後に交付決定します。

市役所４階４-３会議室

※申込者と施工事業者ど
ちらも入場可（申し込み
不要。参加は任意）。

交付決定通知書と市
ホームページでお知
らせします。

▶対象…１年以上居住者がいない住宅、また
は市の空き家バンクを通して購入した住宅。
空き家は賃貸借の住宅でも対象。
▶補助要件…市ホームページ、手引きを
ご確認ください。

▶補助金額

▶申請（先着）
申請書類を市役所４階建築住宅課へ。
※申請書類の詳細は、市ホームページをご確
認ください。

住まい快適リフォーム補助

克雪すまいづくり補助 木造住宅の耐震診断・
耐震改修などの補助

アスベスト
対策費用の補助

区分
通常

子育て世帯

若者世帯
2世帯

（3世代同居）

補助率 補助上限額

区分
市内転居
県内他市町村
からの転入

県外からの転入

工事費の
30％

50万円

70万円

105 万円

補助率 補助上限額

問建築住宅課　℡21-2291　℻23-5116

１

２

２

３

４

４

４

ムーォフリ住宅の　　　　　　   などを 補助します

申請前に…

次の点に
ご注意ください

詳細は、建築住宅課に
問い合わせ、または市
ホームページ・手引き
をご確認ください。

申込時に提出が必要な書類

申し込み・抽選会

申し込み

審  査

工事着手

▶申込期間…４月 1日㈬～ 17日㈮
▶抽選会…４月 22日㈬ 13：30開始

▶申込期間…５月７日㈭～ 22日㈮
▶抽選会…５月 27日㈬ 13：30開始

第 1 期

第 2 期

抽選結果の発表抽選会の会場（共通）

重点的に補助します！
子育て世帯・若者世帯・2 世帯住宅へ

工事費の 20％

工事費の 25％

15 万円

35 万円

40万円

※工事費の下限はありません。
※過去にこの補助金交付を受けた場合は、申請でき
ません（子育て世帯・若者世帯・２世帯住宅などの
加算がある場合のみ、差額分を限度に申請可能）。

住んでいる住宅をリフォームする
（家屋を住宅へリフォームする）

空き家をリフォームする

子育て世帯・若者世帯は、
各上限額に 20 万円 加算！

▶対象…市内にある建築物の所有者・管理者
●検査機関の分析調査費用（上限 25万円）
●除去・封じ込め・囲い込み費用の３分の２
（上限 150 万円）

１
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▶補助要件
詳細は市ホームページ、手引きを
ご確認ください。

▶補助金額

●子育て世帯…中学生以下の子どもがいる世
帯。または妊娠している方がいる世帯

●若者世帯…世帯主またはその配偶者のいず
れかが 39 歳以下の者で構成されている世帯
（単身世帯は除く）

●２世帯住宅（３世代同居）…子育て世帯と
その親世帯などが同居している世帯（実績報
告までに同居予定の場合を含む）

申込期間中に、必要書類を市役所
４階建築住宅課へ提出

ホームページで当選を確認、または
交付決定通知書が届いたら工事に着手

書類審査を行い、市が交付を決定
※通常区分のみ、抽選を行います。

申請までの流れ

①交付申請書
②住宅の所有者を示す書類（固定資産税課税明細
書のコピーなど）
③リフォーム内容が分かる図面（立面図や平面図
など。フリーハンド不可）
④写真（住宅の全景・施工前の箇所全て）
⑤工事見積書のコピー（補助対象工事にマーカー
を引いたもの）

●承諾書（申請者と住宅所有者が異なる場合）
●住民票の写し※（子育て世帯・２世帯住宅は世
帯分の住民票）
●市税納税証明書※（完納証明）
※申請時に市確認の同意があれば提出不要。

その他、必要に応じて提出する書類

●雪下ろしが不要な 克雪住宅※の新築や改修
※屋根融雪装置や急勾配の屋根などの住宅

●落雪式･高床式･耐雪式住宅＝上限 44万円
●融雪式住宅＝上限 55万円

●命綱固定アンカーの設置工事（上限 10 万円）
▶補助要件
①申請者住所が市内にある、または市内に住
所を移すことが確定している
②市税に未納がない
③住宅が次の対象地区内にあり、申請者が自
ら居住または所有する

④新築や改修などで新たに克雪住宅にするか
克雪化した建売住宅を購入する場合か、住宅
の屋根に命綱固定アンカーを設置する場合

鵜川、中通、高柳町、上条、中鯖石、北鯖石、
南鯖石、田尻、別俣、高田、野田、北条、上米山

補助対象となる工事費の例
●克雪化のため通常より工事費が増える場合
●屋根融雪装置を設置する場合

●補助金の交付決定通知を受ける前に工事に着手した場合は、補助金が交付されません
●郵送による申し込み・申請はできません
●受け付けは、月～金曜の 8：30～ 17：15（祝日を除く）

　　～　　 共通

11 月 30 日㈪までに申請書類を直接、市役所４階建築住宅課へ。
　　～ 　　 の申し込みと期限

▶対象…昭和 56（1981）年 5 月 31 日以前に建築
された２階建て以下の木造住宅（旧耐震基準）
●耐震診断費
診断士による耐震診断（自己負担 1万円）

●耐震改修費
200 万円以上の改修工事費の２分の１
（上限 140 万円）
※壁などを補強し、一定の基準以上にす
る改修工事が対象。

●耐震除却費
新耐震基準への住宅の建て替えや住み替
えの場合、対象住宅を取り壊す工事に要
した費用の 23％（上限 45万円）

●通常枠　上に記載の日程で抽選会を行います。
予算額を超えない場合は、書類審査を経た方全
てが当選となります。
※抽選会を行わない場合は、市ホームページでお知ら
せします。

●子育て世帯・若者世帯・2 世帯（3 世代同居）
抽選は行いません。書類審査を経て 2～ 3 週間
後に交付決定します。

市役所４階４-３会議室

※申込者と施工事業者ど
ちらも入場可（申し込み
不要。参加は任意）。

交付決定通知書と市
ホームページでお知
らせします。

▶対象…１年以上居住者がいない住宅、また
は市の空き家バンクを通して購入した住宅。
空き家は賃貸借の住宅でも対象。
▶補助要件…市ホームページ、手引きを
ご確認ください。

▶補助金額

▶申請（先着）
申請書類を市役所４階建築住宅課へ。
※申請書類の詳細は、市ホームページをご確
認ください。

住まい快適リフォーム補助

克雪すまいづくり補助 木造住宅の耐震診断・
耐震改修などの補助

アスベスト
対策費用の補助

区分
通常

子育て世帯

若者世帯
2世帯

（3世代同居）

補助率 補助上限額

区分
市内転居
県内他市町村
からの転入

県外からの転入

工事費の
30％

50万円

70万円

105 万円

補助率 補助上限額

問建築住宅課　℡21-2291　℻23-5116

１

２

２

３

４

４

４

ムーォフリ住宅の　　　　　　   などを 補助します

申請前に…

次の点に
ご注意ください

詳細は、建築住宅課に
問い合わせ、または市
ホームページ・手引き
をご確認ください。

申込時に提出が必要な書類

申し込み・抽選会

申し込み

審  査

工事着手

▶申込期間…４月 1日㈬～ 17日㈮
▶抽選会…４月 22日㈬ 13：30開始

▶申込期間…５月７日㈭～ 22日㈮
▶抽選会…５月 27日㈬ 13：30開始

第 1 期

第 2 期

抽選結果の発表抽選会の会場（共通）

重点的に補助します！
子育て世帯・若者世帯・2 世帯住宅へ

工事費の 20％

工事費の 25％

15 万円

35 万円

40万円

※工事費の下限はありません。
※過去にこの補助金交付を受けた場合は、申請でき
ません（子育て世帯・若者世帯・２世帯住宅などの
加算がある場合のみ、差額分を限度に申請可能）。

住んでいる住宅をリフォームする
（家屋を住宅へリフォームする）

空き家をリフォームする

子育て世帯・若者世帯は、
各上限額に 20 万円 加算！

▶対象…市内にある建築物の所有者・管理者
●検査機関の分析調査費用（上限 25万円）
●除去・封じ込め・囲い込み費用の３分の２
（上限 150 万円）

１
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※デザイン変更予定です。※デザイン変更予定です。

ご協力お願いします

たき火
40件火入れ

6件

焼却炉
4件

たばこ
3件

その他
8件

火遊び
1件

雨が降らず乾燥し、林野火災の
予防上、注意が必要な気象状況
になったときに発令します。

発令中は対象区域内の屋外での
火の使用を控えてください。

努力義務

林野火災を予防するための注意報・警報です。
市は火災予防条例を改正し、令和 8（2026）
年 1月 1日から運用を開始しています。

林野火災注意報・警報とは？

左の状況に加えて強風注意報が発
令され、火災予防上、危険な気象
状況になったときに発令します。

発令中は対象区域内の屋外での
火の使用を禁止します。

義務 守らないと
罰則があります

林野火災注意報

注意報と警報の違いは？

屋外での火の使用って、例えばどんなもの？

対象となる区域は？

発令状況はどうやって知ればいいの？

林野火災警報

●火遊び、たき火
●花火（おもちゃ花火を含む）
●山林、原野などへの火入れ
●枯草など、燃えやすい物の近くでの喫煙
●薪の使用などで出た灰や、たばこの吸い殻
などの不始末

山林と山林周囲の地域を町名で指定してい
ます。詳細は、右の二次元コードをご確認
ください。

◀対象区域の詳細
（市ホームページ）

毎年�～�月（原則）
発令対象期間

防災行政無線、市ホームページ・SNS、消防車両
の巡回でお知らせします。
山火事を防ぎ、皆さまの安全・安心を守るため、
ご協力をお願いします。

令和 7（2025）年 2 月に岩手県大船渡市で
発生した林野火災は、鎮火までに 1 カ月以上
かかりました。約 3,370 ヘクタールが焼け、
1 人が亡くなり、226 棟の建物に被害をもた
らしました。

林野火災の多くは、たき火やたばこのポイ捨て
など、人の不注意が原因で発生します。
柏崎市消防本部管内では、林野・枯草から発生
した火災が平成 28（2016）年～令和 7（2025）
年の 10 年で 62 件発生しました。原因の大半
はたき火で、建物や車両に燃え移り、死者が発
生したこともあります。

林野火災の多くは、たき火が原因！

▲岩手県大船渡市で消防活動にあたる、
柏崎市消防職員（令和 7（2025）年 3月撮影）

▲土壌焼却や殺虫も処罰の対象です

山火事を防ぐため
　　　　　　　　　  の運用が始まります
山火事を防ぐため
　　　　　　　　　  の運用が始まります林野火災注意報・警報林野火災注意報・警報
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ご協力お願いします

たき火
40件火入れ
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焼却炉
4件

たばこ
3件

その他
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火遊び
1件

雨が降らず乾燥し、林野火災の
予防上、注意が必要な気象状況
になったときに発令します。

発令中は対象区域内の屋外での
火の使用を控えてください。
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義務 守らないと
罰則があります

林野火災注意報

注意報と警報の違いは？

屋外での火の使用って、例えばどんなもの？

対象となる区域は？

発令状況はどうやって知ればいいの？

林野火災警報
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などの不始末
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発令対象期間
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発生した林野火災は、鎮火までに 1 カ月以上
かかりました。約 3,370 ヘクタールが焼け、
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はたき火で、建物や車両に燃え移り、死者が発
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林野火災の多くは、たき火が原因！

▲岩手県大船渡市で消防活動にあたる、
柏崎市消防職員（令和 7（2025）年 3月撮影）

▲土壌焼却や殺虫も処罰の対象です

山火事を防ぐため
　　　　　　　　　  の運用が始まります
山火事を防ぐため
　　　　　　　　　  の運用が始まります林野火災注意報・警報林野火災注意報・警報
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 昨年度より補助率UP！

  New！

問ものづくり振興課
　℡21-2326　℻22-5904

新しい分野に挑戦したい方へ新しい分野に挑戦したい方へ
段階に応じた 3つの補助制度で、自動車・環境エネルギー産業
などの成長分野参入に向けた事業活動をサポートします。

各種制度で事業者の皆さまの基盤強化をサポートします。

受注につなげる

支支

今後重要性が高まると見込まれる事業活動での脱炭素電力の
活用、脱炭素電力への転換を支援します。
▶対象…市内中小企業
▶補助対象経費…電気料金のうち、脱炭素電力の調達に要した費用

▶補助率
補助対象経費の 5分の 4
▶補助上限
1 社当たり 300 万円

脱炭素化を進めたい！１１

１１ ２２

２２

３３

設備を増強したい！

新たな製品の製造を設備面から支援します。
▶対象…先端設備等導入計画に基づいて機械・装置を導入
する中小製造事業者またはリース事業者
▶補助対象経費…機械・装置の導入に要する費用（リース
の場合は物件代金）

リースによる設備導入の補助を大幅に拡充

▶補助率
補助対象経費の 10分の１
※条件により加算あり。
▶補助上限
1 社当たり 200 万円
（加算ありの場合220万円）

試作・サンプル品を製作したい！
受注の開拓・獲得には試作やサンプル品の提出が必須。
原材料費などの補助で積極的な事業展開を支援します。
▶対象…中小製造事業者
▶補助対象経費…試作・サンプル品製作にかかる原材料費、
外注加工費など

▶補助率
補助対象経費の 2分の 1
▶補助上限
1 社当たり 100 万円

事業活動の基盤を強化したい方へ事業活動の基盤を強化したい方へ

●新たな技能の取得支援
技能講座「ものづくりマイスターカ
レッジ」を開講。

●技能の資格化支援
「高度技術者育成推進助成金」で資
格取得費用を助成。

●独自技術の権利化支援
「知的財産権取得支援助成金」で特
許権、商標権等の出願・登録に要す
る費用を助成。

技能継承支援

●固定資産税の軽減
機械装置などの導入を税制面から支
援。

●奨励金
機械装置取得価額の 2％を交付して
設備投資を後押し。

●生産性向上に対する助成金
先端設備等導入計画に基づいて設備
導入し、年 3％の労働生産性向上を
達成した場合に交付。

設備投資支援 ３３
●展示会への共同出展
市内 10社程度の事業者とともに大
型見本市で各社の強みをPR。見本
市出展の入門編としても活用できま
す。

●見本市出展経費の助成
見本市出展の成果をさらに向上させ
る個社出展の経費を助成。

申請要件や制度の詳細
( 市ホームページ )▶

販路開拓支援
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